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第１ 土地利用に関する基準 

 

開発計画は、次に掲げる要件を満たすものであること。 

⑴ 都市活動の機能性並びに都市生活の安全、利便及び快適性の増進を図る

とともに、自然環境及び歴史的資産の保全との調和に配慮したものである

こと。 

⑵ 市及び県の土地利用に関する計画に適合するとともに、公共事業に支障

を来さないものであること。 

⑶ 開発区域の周辺に、既存の公共施設等又は公共施設等に関する整備計画

等がある場合にあっては、これらに適合するものであること。 

⑷ 地域住民の福祉向上に対する貢献度の高いものであること。 

⑸ 開発区域又は開発区域の周辺に林地が含まれる場合にあっては、災害の

防止、水資源かん養等の目的から判断して著しい支障がないと認められる

ものであること。 

⑹ 集団的優良農地又は自然保護地区として積極的に保全すべき土地を開発

区域に含まないものであること。 

⑺ 農業振興地域内においては農業振興に留意し、開発行為により農地又は

農作物に被害が及ぼさないよう必要な措置を講じること。 

⑻ 開発区域内に電柱等を設置する場合にあっては、原則として道路以外の

宅地等に設置することとし、道路以外の公共施設等に設置する場合は、事

前に協議すること。 

⑼ 開発により地下水の枯渇、土砂の流出、がけ面の崩壊、地下水汚染等を
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引き起こさないよう必要な措置を講じること。 

⑽ 開発行為により新たに公共施設が設置される場合にあっては、当該施設

の適切な維持管理について、当該施設の管理者となるべき者と協議が整っ

ていること。 
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第２ 用途地域等との整合に関する基準 

 

開発区域内の土地について、用途地域、地区計画等が定められているとき

は、予定建築物の用途がそれらに適合していること。 
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第３ 住宅地分譲等に関する基準 

 

１ 主として住宅地の分譲を目的とする開発行為にあっては、次に掲げる要件

を満たすこと。 

⑴ １宅地の敷地面積は、２００㎡以上とする。ただし、用途地域内にあっ

ては、１宅地の敷地面積を１５０㎡以上とすることができる。 

⑵ 街区を設計する場合においては、原則として、その短辺が幹線道路に接

することなく、かつ、長辺の長さは住宅用地にあっては１６０ｍ、商業用

地にあっては１４０ｍ以下となるものであること。 

 

２ 主として分譲を目的として行う開発行為にあっては、分譲後の良好な環境

を確保するため、原則として、地区計画を定め、又は建築協定若しくは緑化

協定を締結するよう努めるものとする。 
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第４ 駐車場に関する基準 

 

開発事業者は、共同住宅、長屋及び寄宿舎の建築を目的とする開発行為を

しようとするときは１住戸当たり１台以上の駐車場を原則として開発区域内

に設置するものとする。この場合において、駐車場の自動車１台当りの区画

は、長辺５ｍ短辺２．５ｍを標準とする。 
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第５ 緑地の保全及び緑化の促進に関する基準 

 

開発事業者は、良好な住環境を保全するため、開発行為により消失する緑

地を最小限にするとともに、開発区域内の緑化の促進に努めるものとする。 



7 

 

第６ 公園、緑地又は広場に関する基準 

 

１ 設置の免除 

都市計画法施行令（昭和44年政令第 158 号。以下「令」という。）第２５

条第６号ただし書の規定を適用し設置を免除できるのは、予定建築物の用途

が住宅である時は次に掲げる⑴に該当する場合、予定建築物の用途が住宅以

外であるときは⑴又は⑵に該当する場合とする。 

⑴ 開発区域から２５０ｍ以内に概ね２，５００㎡以上の公園が設けられて

いる場合であって、河川、鉄道、幹線道路等に妨げられることなく利用が

できる状態であること。 

⑵ 敷地が一であり、建築物の周囲に防災上有効かつ十分な空地が確保され

ていること。 

 

２ 公園の形状等 

公園は、その規模に応じ、１，０００㎡以上のものにあっては２面以上道

路に接するものとし、１，０００㎡未満のものにあっては２面以上道路に接

するよう努めるものとする。 

 

３ 公園等としての換算 

調整池、森林等で次に掲げるものに該当する場合にあっては、それぞれ当

該調整池等を公園、緑地又は広場として換算することができるものとする。 

⑴ 調整池 構造、安全対策及び管理が適切であるとともに、当該調整池を

公園、緑地又は広場として利用することが相互の機能上支障がないものと
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認められる場合 

⑵ 森林等 構造物の設置及び造成（下草刈り等通常の管理行為と認められ

るものを除く。）を伴わず、かつ、当該森林等を公園、緑地又は広場とし

て利用することが相互の機能上支障がないものと認められる場合 

 

４ 公園の設計等 

公園の設計については、次に掲げるとおり、開発区域内の住民の散策、休

養等に利用されるようその規模に応じて適切な施設を配置し、生活の安全性

及び快適性の確保を図り、並びに災害時における避難場所として活用される

よう設計すること。 

⑴ 公園は、平坦地に設置し、形状は、正方形、長方形等、公園施設が有効

に配置できるものとすること。 

⑵ 公園は、フェンス（Ｈ０ . ９ｍ以上）で囲うこと。 

⑶ 公園の出入口は、次のとおりとすること。 

ア 原則として道路の曲がり角付近としないこと。 

イ 出入口の幅員は、３～４ｍとすること。 

ウ 出入口には車止めを設置することとし、車止めと外周フェンスの間に

は、１ｍ～１．２ｍの通行幅を確保すること。 

エ 車止めは、差込式とし、市が指定する鍵を取り付けること。 

⑷ 公園内にはベンチを設置することとし、その他の遊具は設置しないこ

と。なお、設置するベンチは次のとおりとすること。 

ア 原則として２基以上設置すること。 

イ 固定式で擬木等腐りにくいものとすること。 
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⑸ 公園内に植栽する場合には、低木を植栽することとし、生長後の状態を

考慮し、外周からの距離を確保すること。 

⑹ 公園の造成については、山砂敷又はそれ以上の防草効果及び排水性を確

保できる構造とすること。 

⑺ 公園内からの砂の流出、公園外からの土砂又は雨水の流入がないよう施

工すること。 
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第７ 公共施設等の管理者の同意・確認等に関する基準 

 

１ 公共施設等が開発区域内に存する場合は、その公共施設の管理者の同意を

得なければならない。 

 

２ 公共施設等が開発区域外に存する場合は、開発行為の実施に伴って変更又

は廃止される公共施設等及び開発行為の実施に伴い影響を受ける公共施設等

の管理者の同意を得なければならない。 

 

３ 開発区域外である道路について同意を求める相手方は、次に掲げるとおり

とする。 

⑴ 建築基準法第４２条第１項第１号の道路については、道路管理者とす

る。 

⑵ 建築基準法第４２条第１項第２号、第３号及び第５号並びに同条第２項

の道路については、道路管理者と土地所有者が同じ場合にあっては道路管

理者とし、道路管理者と土地所有者が異なる場合にあっては道路管理者及

び土地所有者とする。 

 

４ 開発事業者は、開発行為により開発区域から排出される排水を河川、農業

用水路その他水路に類するものに放流するときは、事前に管理者及び水利組

合等利害関係者より同意等を得て、その同意書等の写しを事前協議書に添付

すること。 
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５ 排水の放流について同意を求める相手方は、原則として、１次放流先の河

川又は用排水路等の管理者とする。この場合において、機能管理者と財産管

理者が異なる場合は、それぞれの管理者とする。 

 

６ 道路、河川その他の公共施設等が開発区域に接する場合にあっては、既に

その管理者と境界確認又は協定を締結しているものを除き、事前に境界立会

又は境界協定を締結すること。 
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第８ 道路に関する基準 

 

１ 道路の幅員 

この基準において「道路の幅員」とは、車道、歩道、側溝、植樹帯等によ

って構成される道路の区域のうち、道路一端の路肩、側溝等であって車両等

の通行可能な部分から他端の同部分までをいうものとする。 

 

２ 開発区域が接する道路の幅員 

開発区域が接する道路の幅員は、令第２５条第２号及び同条第４号による

ものとする。 

⑴ 開発区域内に道路を新設しない開発行為 

令第２５条第２号ただし書きの規定による道路の幅員は、開発区域の規

模に応じ次のとおりとする。 

開発区域の規模 道路の幅員 

都市計画区域内 都市計画区域外 

住宅地 その他 

０．５ｈａ未満 ４．０ｍ以上   

０．５ｈａ以上 

１．０ｈａ未満 

５．０ｍ以上 

１．０ｈａ以上 

５．０ｈａ未満 

６．０ｍ以上 ５．５ｍ以上 

ただし、道路の交

通の状況等により

支障がないと認め

６．０ｍ以上 

ただし、宿泊施設

等の建築を目的と

した開発行為にあ
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られる場合に限

り、市又は県等の

道路計画による幅

員又は計画交通量

に基づく道路構造

令（昭和４５年政

令第３２０号）に

よる幅員とするこ

とができる。 

っては、道路の交

通の状況等により

支障がないと認め

られる場合に限

り、市又は県等の

道路計画による幅

員又は計画交通量

に基づく道路構造

令による幅員とす

ることができる。 

５．０ｈａ以上 ９．０ｍ以上 

ただし、大型車

の交通が少ない

こと、歩道が設

置されているこ

とその他歩行者

の安全が確保さ

れる場合に限

り、６．５ｍ以

上とすることが

できる。 

６．５ｍ以上 ９．０ｍ以上 

ただし、大型車の

交通が少ないこ

と、歩道が設置さ

れていることその

他歩行者の安全が

確保される場合に

限り、６．５ｍ以

上とすることがで

きる。 

⑵ 開発区域内に道路を新設する開発行為 

令第２５条第４号に規定する車両の通行に支障がない道路とは、開発区
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域の規模及び開発行為の主たる用途に応じ次のとおりとする。 

開発区域の

規模 

道路の幅員 

都市計画区域内 都市計画区域外 

住宅地 その他 住宅地 その他 

０．５ｈａ

未満 

４．０ｍ以上 ４．０ｍ以上   

０．５ｈａ

以上１．０

ｈａ未満 

５．０ｍ以上 

１．０ｈａ

以上５．０

ｈａ未満 

５．５ｍ以上 ６．０ｍ以上 ５．５ｍ以上 

ただし、道路

の交通の状況

等により支障

がないと認め

られる場合に

限り、市又は

県等の道路計

画による幅員

又は計画交通

量に基づく道

路構造令によ

る幅員とする

ことができ

６．０ｍ以上 

ただし、宿泊

施設等の建築

を目的とした

開発行為にあ

っては、道路

の交通の状況

等により支障

がないと認め

られる場合に

限り、市又は

県等の道路計

画による幅員

又は計画交通
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る。 量に基づく道

路構造令によ

る幅員とする

ことができ

る。 

⑶ 主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為で開発区域の面積

が１ｈａ未満のものにあっては、前号の規定にかかわらず、次に掲げる要

件に該当する場合に限り、当該道路の所定幅員を満たすものとみなす。 

ア 幅員４．０ｍ以上の区間の延長が全延長の９割以上であること。 

イ 幅員４．０ｍに満たない区間の幅員が３．６ｍ以上であり、かつ、当

該区間の延長が１箇所当たり３５ｍ以下であること。 

ウ 幅員４．０ｍに満たない区間が主要な交差点から２０ｍ以上離れてい

ること。 

⑷ 開発区域に接する建築基準法第４２条道路が６ｍ未満の場合は、道路中

心から片側３ｍ以上確保することとするが、周辺の状況により緩和するこ

とができるものとし、道路管理者と協議の上、決定すること。 

 

３ 取付道路の幅員 

開発区域内の主要道路に接続する取付道路の幅員は、原則として主要道路

の幅員以上とする。 
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４ 開発区域内の道路の幅員 

⑴ 主要道路の幅員 

開発区域内の主要道路の幅員は、開発区域の規模に応じ、次の表のとお

りとする。 

なお、幅員９ｍ以上の道路にあっては、原則として２ｍ以上の歩道を設

置するものとする。 

開発区域の規模 道路の幅員 

１．０ｈａ未満 ６．０ｍ以上 

１．０ｈａ以上  ５．０ｈａ未満 ６．５ｍ以上 

５．０ｈａ以上 １０．０ｈａ未満 ９．０ｍ以上 

１０．０ｈａ以上 １２．０ｍ以上 

⑵ 小幅員区画道路の幅員 

令第２５条第２号に規定する小区間で通行上支障がない場合とは、次に

掲げる基準に該当する場合とする。 

ア 概ね延長１２０ｍ以内の主要道路又は区画道路によって囲まれた区域

の中の小区間の道路であること。 

イ 当該道路を経由する通過交通が生じない形状のものであること。 

ウ 原則として、主要道路に直接接続していないこと。 

 

５ 道路の構造 

道路の構造に関する基準の技術細目は、次のとおりとする。 

⑴ 舗装基準 

ア 道路舗装は、原則としてアスファルトコンクリート舗装とする。ただ
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し、開発目的及び周辺状況を考慮した上で、車両等の安全かつ円滑な通

行に支障のない構造と認められる場合は、この限りでない。 

イ 道路舗装をインターロッキングブロック舗装とする場合は、事前協議

提出前に市道路管理者と協議すること。 

ウ 道路の舗装構成は、次に図示する断面図を標準とする構造とするこ

と。ただし、道路後退幅員の路盤は、後退元道路の路盤の構造が明らか

な場合にあっては当該構造とすること。 

≪標準断面図≫

 

⑵ 道路の縦断勾配は、９％以下とすること。ただし、地形等によりやむを

えないと認められる場合は小区間に限り１２％以下とすることができる。 

⑶ 道路の横断勾配は、原則として１ . ５％以上２ . ０％以下とすること。 

⑷ 道路の側溝は、原則としてＵ型側溝、管渠型側溝又は函渠型側溝とし、

次に掲げる基準を満たすものとする。ただし、宅地からの雨水排水がなく

小区間の道路の雨水のみを排出する場合は、Ｌ型側溝とすることができ

る。 

ア 路面及び周辺宅地から排出される雨水を有効に処理できる断面積を有

密粒度アスコン（再生可）

0～40(粒度調整砕石）

0～40（砕石又は再生骨材）

発生土（砂礫質であること）

15
0

35
0

50

上層路盤 

下層路盤 
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していること。構造については、道路土工要綱（平成21年日本道路協会

策定）、道路土工・カルバート工指針（平成22年日本道路協会策定）及

び土木構造物標準設計（平成12年 9 月 1 日付け建設省技調発第 136 号）

によること。 

イ 道路幅員に側溝を含める場合は、車両総重量２５トン以上の輪荷重に

耐えられる蓋板を使用し、かつ、１０ｍ間隔ごとに車両総重量２５トン

以上の輪荷重に耐えられる車道用グレーチングを使用すること。 

ウ 道路横断用グレーチングを使用する場合は、ボルトで固定すること。 

⑸ 道路区域内に集水ますを設ける場合は、グレーチングに盗難防止用チェ

ーン等を設置すること。 

⑹ 街渠の構造は、道路土工要綱、道路土工・カルバート工指針及び土木構

造物標準設計によること。 

 

６ 道路の隅切り 

⑴ 開発区域内において新設しようとする道路が相互に、又は既存の道路と

同一平面において交差する場合は、交通安全のための視距を確保する目的

でその街角を等辺に切り取り、当該交差部の隅に次表に示す長さを標準と

する隅切りを設けること。ただし、やむを得ず隅切りを片側とする場合

は、隅切りの長さを標準の 1.5 倍とすること。 

                            （単位・ｍ） 

道路幅員 ４ ０  ３ ０ ２ ０  １ ５  １ ２  １ ０  ８  ６  ４  

交

差

角60

度

以

下 

４ ０  １ ５  １ ２ １ ２  １ ０  ８      

３ ０  １ ２  １ ２ １ ２  １ ０  ８  ６     
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２ ０  １ ２  １ ２ １ ２  １ ０  ８  ６  ６  ６   

１ ５  １ ０  １ ０ １ ０  １ ０  ８  ６  ６  ６   

１ ２  ８ ８ ８  ８  ８  ６  ６  ６   

１ ０   ６ ６  ６  ６  ６  ６  ６  ４  

８    ６  ６  ６  ６  ６  ６  ４  

６    ６  ６  ６  ６  ６  ６  ４  

４       ４  ４  ４  ４  

交
差
角90

前
後 

４ ０  １ ２  １ ０ １ ０  ８  ６      

３ ０  １ ０  １ ０ １ ０  ８  ６  ５     

２ ０  １ ０  １ ０ １ ０  ８  ６  ５  ５  ５   

１ ５  ８ ８ ８  ８  ６  ５  ５  ５   

１ ２  ６ ６ ６  ６  ６  ５  ５  ５   

１ ０   ５ ５  ５  ５  ５  ５  ５  ３  

８    ５  ５  ５  ５  ５  ５  ３  

６    ５  ５  ５  ５  ５  ５  ３  

４       ３  ３  ３  ３  

交
差
角

120

度
以
上 

４ ０  ８ ８ ８  ６  ５      

３ ０  ８ ８ ８  ６  ５  ４     

２ ０  ８ ８ ８  ６  ５  ４  ４  ４   

１ ５  ６ ６ ６  ６  ５  ４  ４  ４   

１ ２  ５ ５ ５  ５  ５  ４  ４  ４   

１ ０   ４ ４  ４  ４  ４  ４  ４  ２  
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８    ４  ４  ４  ４  ４  ４  ２  

６    ４  ４  ４  ４  ４  ４  ２  

４       ２  ２  ２  ２  

 ※道路幅員が中間値の場合は、原則として直近上位の数値とすること。 

⑵ 既存の道路と開発道路との平面交差は、原則として道路管理者と協議す

ること。 

 

７ 交通安全施設等 

⑴ 開発事業者は、道路が法面、河川、水路、擁壁等に面している場合は、

自動車、歩行者、自転車等の転落防止のために、防護柵又はガードレール

を設置するものとし、道路管理者と協議の上、施工するものとする。 

⑵ 開発事業者は、見通しの悪い交差点及び道路の屈折部に、道路照明施

設、道路反射鏡等交通安全施設を設置するものとし、数、構造等について

道路管理者と協議の上、施工するものとする。 

 

８ 道路の形状 

⑴ 開発区域内の道路は、原則として通り抜けできる道路とする。ただし、

土地利用等を勘案してやむを得ないと認められる場合は、袋路状とするこ

とができる。 

⑵ 開発区域内の道路を袋路状とする場合において、道路の延長は１２０ｍ

以内とし、適切な場所に転回広場を設置することとする。ただし、車道幅

員を８ｍ以上とする場合にあっては転回広場の設置を要しない。 

⑶ 開発区域から周辺道路への車の出入り箇所は、原則として２箇所までと
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する。ただし、周辺道路の状況によりやむを得ない場合は、この限りでな

い。 

⑷ 開発区域内の道路は、原則、区域内の全ての宅地に接するように配置す

ること。ただし、開発区域の形状及び周辺の土地利用の状況から、開発区

域内の道路を原則どおり配置することが困難である場合は、道路管理者と

協議の上、開発区域外道路からの乗り入れを行えるものとする。 

９ 道路の占用 

新設する道路内に布設し占用することができる工作物、物件又は施設は、

原則として次に掲げるものとする。 

ア 市が管理することになる水道管又は下水道管 

イ 開発行為による地下式の雨水浸透処理施設 

ウ その他市長が認める市道路占用許可基準を満たすもの 
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第９ 給水施設に関する基準 

 

１ 給水施設計画 

⑴ 開発区域内の給水施設計画は、開発区域の規模、給水人口、予定建築物

の用途等を勘案して定めるものとし、那須塩原市水道事業管理者等とあら

かじめ協議を整えるものとする。 

⑵ 給水施設は、原則として、上水道（簡易水道を含む。）給水区域内は上

水道施設に接続することとし、それ以外の区域においては、開発事業者が

独自に水源を確保し設置するものとする。 

⑶ 給水区域は、開発区域全体（当該開発行為の実施により周辺地域に影響

を及ぼすと認められる場合にあっては、当該周辺地域を含む。）を対象と

して計画するものとする。 

⑷ 那須塩原市水道事業の給水を受ける計画にあっては、事前協議書提出前

に那須塩原市水道事業管理者と水道の引き込みに関する協議を行い、その

回答書を事前協議書に添付すること。 

⑸ 給水施設は、那須塩原市水道事業給水条例（平成１７年１月１日那須塩

原市条例第１９９号）等に基づき施工すること。 

 

２ 計画給水量 

⑴ 住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為における計画給水量は、計

画給水人口と１人当たりの計画給水量とを基礎として定めるものとする。

この場合において、計画給水人口及び１人当たりの計画給水量は、それぞ

れ次に掲げる基準に基づき算定するものとする。 
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ア 計画給水人口は、開発区域内の計画人口を基に算定すること。 

イ 計画水量は、需要に応じた適切な量を基に算定すること。 

⑵ 工場その他住宅以外の用に供する目的で行う開発行為における計画給水

量は、それぞれの用途に応じた計画給水量を基礎として定めるものとす

る。 
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第１０ 消防水利に関する基準 

 

１ 開発事業者は、消防法（昭和23年法律第86号）の規定に基づく消防水利基

準により消防水利に必要な施設等を自己の負担において整備するものとす

る。 

 

２ 消防水利施設等の構造、位置等は、所轄消防署長と協議の上決定するもの

とする。 

 

３ 開発事業者は、所轄消防署長と協議した回答書を事前協議書に添付するこ

と。 
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第１１ 雨水及び汚水の処理に関する基準 

 

１ 調整池等の設置 

⑴ 雨水排水を開発区域外に排出するに当たって、放流先の排水能力及び周

辺地域への影響等を勘案して必要と認められる場合にあっては、開発区域

内において一時雨水を貯留する調整池等を設置するものとする。 

⑵ 調整池に関する基準の技術的細目は、次のとおりとする。なお、各基準

等において改訂があった場合は、その最新のものを適用する。 

  ア フィルダム及び掘込式 大規模宅地開発に伴う調整池技術基準（案）

（昭和62年日本河川協会策定）によること。 

  イ コンクリートダム 建設省河川砂防技術基準（案）（日本河川協会策

定）によること。 

  ウ 浸透施設等 下水道雨水調整池技術基準（案）（昭和59年日本下水道

協会策定）、防災調節池技術基準（案）（昭和62年日本河川協会策

定）、防災調節池の多目的利用指針（案）（昭和62年日本河川協会策

定）、宅地開発に伴い設置される浸透施設等設置技術指針の解説（平成

10年日本宅地開発協会策定）、雨水浸透施設技術指針（案）（平成18年

雨水貯留浸透技術協会策定）、流域貯留施設等技術指針（案）（平成19

年雨水貯留浸透技術協会策定）、下水道施設計画・設計指針と解説（平

成21年日本下水道協会策定）、下水道施設の耐震対策指針と解説（平成

26年日本下水道協会策定）及び揚排水ポンプ設備技術基準・同解説（平

成27年河川ポンプ施設技術協会策定）によること。 

⑶ 調整池等の容量は、開発区域の規模に応じた確率降雨強度式により算出
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するものとする。 

 

２ 浸透施設の設置 

⑴ 開発区域の面積が原則として１ｈａ未満の開発行為で、開発区域の周辺

の状況及び河川、水路等の配置状況により排水管渠 ( きょ ) を公共水域に

接続することが困難と認められる場合にあっては、前項第１号の規定にか

かわらず、雨水排水を浸透施設により開発区域内において処理することが

できるものとする。 

⑵ 浸透施設に関する基準の技術的細目は、次のとおりとする。 

ア 設置個所は、土壌汚染地域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区

域、土砂災害特別警戒区域及びそれらの周辺地でないこと。 

イ 雨水を浸透させることによって法面、擁壁等の安全性が損なわれない

こと。 

ウ 雨水浸透処理施設を設置する場合は、土質調査等を行い、試験結果に

基づく透水係数を用いて施設の規模を算定すること。 

エ 土質調査等による地下水位が浸透面から原則として０．５ｍ以上下位

に位置すること。 

オ 浸透施設を無蓋とするときは、浸透施設敷地の外周を高さ１．８ｍ以

上のフェンスで囲い、出入り口を設けるものとする。この場合におい

て、出入り口には内開きの扉を設け、市が指定する鍵を取り付けるこ

と。 

カ 浸透施設の設計に当たっては、適切な安全率を用いること。 

キ 浸透施設の容量は、５年確率降雨強度式により算定すること。 
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ク 無蓋の浸透施設には、維持管理のため、原則として２ｍ以上の管理幅

を設け、管理幅の構造は鉄筋コンクリート敷とし、その勾配は１５°以

下とすること。 

ケ 無蓋の浸透施設に隣接してゴミステーションを設置することにより、

管理幅の一部を狭小とせざるを得ない場合には、その管理幅を０．８ｍ

以上とすること。 

コ 無蓋の浸透施設には、維持管理のため、ステップ等を設けること。 

サ 無蓋の浸透施設への出入口が道路に接していないときは、道路から出

入口の間に幅４ｍ以上の管理用通路を設置すること。この場合におい

て、管理用通路の構造は原則としてコンクリート敷とし、管理用通路と

道路との分断が必要と認められる場合にあっては管理用通路内に差込式

の車止め等を設置すること。 

シ 雨水排水は、側溝等の排水施設を経て浸透施設へ流入させることと

し、直接流入するおそれがあるときは、浸透施設の周囲に擁壁等を設置

し直接流入させないようにすること。 

ス 浸透施設の浸透部は、開発区域の隣接地との境界から２ｍ以上の距離

を確保すること。 

セ 浸透施設を地下式とし砕石を充填 ( てん ) する場合は、単粒度砕石４

号以上を使用し、砕石と土砂との境には浸透シートを設けること。この

場合、空隙 ( げき ) 率は０．３～０ . ３５とする。 

ソ 浸透施設内部に上下水道管（配水管、給水管、下水管渠及び取付管を

いう。以下同じ。）その他の地下埋設物を設置しないこと。 

タ 浸透施設を公共施設の地下に設置する場合は、次の各号を満たす構造
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とすること。 

⑴ 原則として樹脂製滞水材又はプレキャストコンクリートその他の製品

を使用すること。 

⑵ 維持管理のため、ポーラスコンクリート製で矩形の管理人孔を設置す

ること。 

⑶ 管理人孔の底板の位置は、浸透施設の底板よりも低い位置とするこ

と。 

⑷ 管理人孔には１５ｃｍ以上の泥溜めを設けること。 

⑸ 管理人孔の側面のうち２面以上の全面が、浸透施設に接するように設

置すること。 

⑹ 管理人孔への流入管の流入部には、フィルターを設置すること。 

チ 浸透施設を道路内に設置する場合、道路を縦断する上下水道管におい

てはその掘削線から水平距離で１．０ｍ以上、道路を横断する上下水道

管においては水平距離で２．０ｍ以上、当該浸透施設からの離隔を確保

すること。 

ツ 浸透施設を道路内に設置する場合の位置は、雨水浸透による宅地への

影響を考慮して隣接する宅地からは水平距離で０．３ｍ以上の離隔を確

保することを原則とし、舗装よりも下に設置すること。 

テ 浸透施設を公共施設の地下に設置する場合は、道路管理者、水道管理

者、下水道管理者又は公園管理者その他当該公共施設の関係者と前述の

他に必要な事項について協議すること。 

ト 周辺道路から宅地へ直接乗入する場合は、宅地内に雨水浸透槽を設置

し、個別に雨水処理を行うこと。 
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３ 雨水ますの基準 

⑴ 雨水ますの位置 

歩車道の区分のある場合はその境界とし、歩車道の区分のない場合は道

路と民有地との境界付近に設置すること。 

⑵ 雨水ますの構造 

円形又は角形のコンクリート、鉄筋コンクリート製等とする。内径又は

内法を３０～５０cmを標準とし、ますの深さを１００cm程度までとする。

雨水ます蓋は、鋳鉄、鉄筋コンクリート製等とする。雨水ますの底部に

は、状況に応じて深さ１５cm以上の泥溜めを設置すること。また、地下式

の浸透施設に接続する場合は、流出口付近にフィルターを設ける等、落葉

等の流入を防止する対策を行うこと。 

 

４ 排水施設計画の原則 

⑴ 開発区域内の排水施設（排水管渠、マンホール、開渠及びますをい

う。）の計画は、開発区域周辺の状況、開発区域の規模、形状、降水量等

を勘案して定めるものとし、市が周辺の状況を考慮して排水施設を一体的

に整備する必要があると認めた場合にあっては、これに適合するものとす

る。 

⑵ 下水の排除方法は、原則として分流式とする。 

⑶ 下水道法 ( 昭和３３年法律第７９号 ) 第９条第２項において準用する同

条第 1 項の規定により公示された処理区域内又は処理区域予定地内におけ

る開発行為に関する下水道施設については、那須塩原市下水道条例（平成

１７年那須塩原市条例第１９１号）に基づき設計し、施工すること。 
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⑷ 那須塩原市農業集落排水事業条例（平成１７年那須塩原市条例第１６４

号）の別表に定める処理区域内又は処理区域予定地内における開発行為に

関する下水道施設については、那須塩原市農業集落排水事業管理者と協議

すること。 

⑸ その他の区域に当たっては、建築主が汚水を清浄化する能力のある施設

を設け、処理すること。この場合において、浄化槽処理水等は、開発行為

により設置される側溝、管渠その他の雨水排水処理施設に流入させないこ

と。 

⑹ 開発事業者は、開発区域内から開発区域外に雨水又は汚水が溢水しない

よう措置すること。また、開発区域外から開発区域内に雨水が流入しない

ようにすること。 

⑺ 排水管渠及び開渠等の排水施設については、原則として開発区域内の道

路と一体の構造とすること。 

⑻ 計画雨水量及び計画汚水量の算定並びに排水施設の設計に当たっては、

下水道施設計画・設計指針と解説及び下水道施設の耐震対策指針と解説に

よるものとする。 

⑼ 住環境に影響を及ぼすおそれのある施設の建築を目的とする開発行為に

ついては、雨水が敷地外に流出しないよう降雨確率30年の降雨強度式を用

いて算定した雨水処理施設を設置すること。更に焼却施設がある場合にお

いては、地下貯留槽等を併設し雨水の再利用などにより流出を抑えるもの

とする。 
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５ 終末処理施設の設計 

⑴ 終末処理施設における処理方式は、次に掲げる事項を考慮して定めるも

のとする。 

ア 流入下水の水量及び水質 

イ 放流水域の水質の許容限度 

ウ 放流水域の現在及び将来の利用状況 

エ 処理水の利用計画 

オ 処理場の立地条件、建設費、維持管理費及び操作の難易 

カ 法令等に基づく規制 

⑵ 終末処理施設は、下水道法施行令（昭和34年政令第 147 号）第６条に規

定する放流水の水質の技術上の基準に準拠した処理施設であることを原則

とする。ただし、処理施設の規模その他の事情によりやむを得ないと認め

られる場合にあっては、この限りでない。 

⑶ 終末処理施設の設計基準は、下水道施設計画・設計指針と解説及び下水

道施設の耐震対策指針と解説によるものとする。 

⑷ 終末処理施設からの放流水は、下水道法施行令、排水基準を定める省令

（昭和46年総理府令第35号）及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定め

る条例（昭和47年栃木県条例第 6 号）に定める水質の基準を満たすもので

なければならない。 
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第１２ 擁壁等に関する基準 

 

１ 設計の原則 

開発行為によって崖が生じる場合にあっては、開発区域及びその周辺地域

住民の安全を確保するために宅地防災マニュアルに基づき擁壁を設置するも

のとする。 

 

２ がけ面の保護 

切土した土地の部分に生ずる高さが２ｍを超えるがけ、盛土をした土地の

部分に生ずる高さが１ｍを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の

部分に生ずる高さが２ｍを超えるがけのがけ面は、擁壁で覆うものとする。

ただし、切土をした土地の部分に生ずるがけ面の勾配が３５度以下の場合又

はがけ面の上端から下方に垂直距離５ｍ以内のがけ面の勾配が４５度以下の

場合は、石張り、芝張り、モルタルの吹き付け等により風化その他の侵食に

対して保護するものとする。 

 

３ 擁壁の構造 

⑴ 擁壁の構造は、構造計算、実験等によって次のアからエまでに該当する

ことが確かめられたものであること。 

ア 土圧、水圧及び自重（以下 ｢ 土圧等 ｣ という。）によって擁壁が破壊

されないこと。 

イ 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。 

ウ 土圧等によって擁壁の基礎が滑らないこと。 
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エ 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。 

⑵ 裏面排水をよくするため、水抜穴を設け、擁壁裏面の水抜穴の周辺その

他必要な場所には、栗石、砂利等で有効に裏込めをすること。 

⑶ 擁壁の高さが２ｍを超えるものについては、建築確認申請を行うこと。 
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第１３ ごみステーションに関する基準 

 

開発事業者は、開発行為によるごみステーションの設置について、那須塩

原市ごみステーション設置要綱に基づき市長と協議すること。 
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第１４ 宅地の安全に関する基準 

 

主として宅地等の分譲を目的とする開発行為にあっては、次の区域内の土

地を含めないこと。ただし、開発区域及びその周辺の地域の状況等により支

障がないと認められるときはこの限りでない。 

ア 災害危険区域 

イ 地すべり防止区域 

ウ 急傾斜地崩壊危険区域 

エ 土砂災害特別警戒区域 

オ その他開発行為を行うのに適当でない区域 
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第１５ 緩衝帯に関する基準 

 

１ 適用除外 

令第２８条の３に規定する騒音、振動等による環境の悪化をもたらすおそ

れがある予定建築物等の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為に

は、開発許可の申請時において、工場立地法（昭和３４年法律第２４号）、

騒音規制法（昭和４８年法律第９８号）、振動規制法（昭和５１年法律第６

４号）その他の法令に基づく環境の保全のための規制に準拠した対策が開発

区域において講じられる場合は、含まないものとすることができる。 

 

２ 緩衝帯の配置 

令第２８条の３ただし書の規定は、次に掲げる事項に該当する場合に適用

するものとする。 

ア 幅員の減少 公園、緑地、河川、池、沼、植樹のされた道路又は法面

（上りの法面に限る。）に隣接する場合 

イ 配置の免除 騒音、振動等による環境の悪化をもたらすおそれがある

敷地に隣接する場合 

 

３ 緩衝帯としての換算 

開発区域内の周辺部に残置森林、造成森林等がある場合にあっては、当該

森林等を緩衝帯の幅員として換算することができるものとする。 
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４ 緩衝帯に関する技術的細目 

緩衝帯は、境界に縁石を設置し、又は境界杭を打設する等によりその区域

を明確にすること。 
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第１６ 安全対策に関する基準 

 

開発区域内及び開発区域からの出入りの際の交通事故を防止するため、必

要に応じ次の措置を講じること。 

⑴ 公共施設等のフェンス又は防護柵に反射板を設置 

⑵ 区域内利用者の安全対策としての路面標示の設置 

⑶ ポストコーン等の設置 

 

 

 


